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青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

平
成
四
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定

め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成18年４月28日 金曜日 第2622号1

年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

四
、
二
九
一
円

一
三
、
二
四
六
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
四
六
円

一
三
、
二
四
六
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
九
二
二
円

一
三
、
二
四
六
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
五
八
〇
円

一
六
、
一
六
一
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
〇
九
八
円

一
九
、
四
七
三
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
二
〇
二
円

二
一
、
六
二
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
四
三
円

二
三
、
一
二
二
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
五
七
九
円

二
三
、
五
五
六
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
〇
四
二
円

二
三
、
三
〇
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
四
九
八
円

二
一
、
四
六
一
円
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
傷

病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金

(

以
下

｢

年
金
た
る
補
償｣

と
い
う
。)

及

び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

平
成
八
年
五
月
十
五
日
青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
金
額)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中

｢

十
万
四
千
九
百
七
十
円｣

を

｢

十
万
四
千
五
百
九
十
円｣

に
、

｢

五
万
六
千
九
百
五
十
円｣

を

｢

五
万
六
千
七
百
十
円｣

に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る

状
態
の
項
中｢

五
万
二
千
四
百
九
十
円｣

を｢

五
万
二
千
三
百
円｣

に
、｢

二
万
八
千
四
百
八
十
円｣

を

｢

二
万
八
千
三
百
六
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
介

護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
号

平
成
八
年
五
月
十
五
日
青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
施
設)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
三
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

消
防
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第
十
三
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
危
険
物
の
取

扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号)

第
五
十
八
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物

の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目

(

昭
和
六
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
四
号)

第
三
の

一
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

講
習
の
種
別
並
び
に
日
時
及
び
場
所

１

給
油
取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講

習
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六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
〇
七
〇
円

一
五
、
五
三
五
円

七
十
歳
以
上

四
、
〇
七
〇
円

一
三
、
二
四
六
円

日

時

場

所

平
成
十
八
年
六
月
六
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
八
年
七
月
五
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合



( )

２

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法

(

昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号)

第
二
条
第
六
号
に

規
定
す
る
特
定
事
業
所
に
お
け
る
危
険
物
施
設

(

１
に
該
当
す
る
危
険
物
施
設
を
除
く
。)

に

お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
危
険
物
施
設
以
外
の
危
険
物
施
設
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従

事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習

二

受
講
対
象
者

１

危
険
物
施
設
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
、
作
業
従
事
日
か
ら
一
年
以
内
に
講

習
を
受
講
し
て
い
な
い
者

(

た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
日
ま
で
の
二
年

間
に
、
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
講
習
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。)

２

前
回
の
講
習
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
講
習
を
受
講
し
て
い
な
い
者

３

１
及
び
２
以
外
の
者
で
受
講
を
希
望
す
る
者

三

受
講
申
請
書
の
受
付
期
間

郵
送
の
場
合
は
、
受
付
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

四

受
講
申
請
書
の
提
出
先

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
一
二

青
森
県
警
察
本
部
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
二
階

社
団
法
人
青
森
県
消
防
設
備
保
守
協
会

五

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
は
、
講
習
種
別
ご
と
に
四
千
七
百
円
に
相
当
す
る
額
の
青
森
県
収
入
証
紙
を
受
講

申
請
書
欄
に
ち
ょ
う
付

(
消
印
し
な
い
こ
と
。)

し
て
納
入
す
る
こ
と
。
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平
成
十
八
年
九
月
六
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
七
の
一
二

八き
ざ
ん
三
沢

平
成
十
八
年
九
月
二
十
七
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

日

時

場

所

平
成
十
八
年
六
月
七
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
八
年
六
月
九
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

の
八
ス
ワ
ニ
ー

平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

日

時

場

所

平
成
十
八
年
六
月
六
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
八
年
七
月
五
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
八
年
七
月
十
三
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

平
成
十
八
年
九
月
六
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
七
の
一
二

八き
ざ
ん
三
沢

平
成
十
八
年
九
月
二
十
七
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

講

習

場

所

受

付

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
八
年
五
月
八
日
か
ら

同
月
二
十
六
日
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
の
八

ス
ワ
ニ
ー

平
成
十
八
年
五
月
八
日
か
ら

同
月
二
十
六
日
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
八
年
五
月
十
日
か
ら

同
月
三
十
一
日
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら

同
月
二
十
日
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

平
成
十
八
年
六
月
五
日
か
ら

同
月
二
十
八
日
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
七
の
一
二
八

き
ざ
ん
三
沢

平
成
十
八
年
八
月
七
日
か
ら

同
月
二
十
三
日
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日
か
ら

同
年
九
月
十
三
日
ま
で



( )

六

そ
の
他

受
講
に
関
し
て
不
明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
社
団
法
人
青
森
県
消
防
設
備
保
守
協
会

(

電
話
〇

一
七－

七
三
二－

五
一
〇
〇)

へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
青
森
県
収

入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

三
戸
郡
南
部
町
大
字
大
向
字
勘
吉
四
六
の
八

立
花

ノ
ヱ

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
十
五
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
若
松
一
三
二
の
四

木
村

幸
枝

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
尾
上
町
蔵
保
存
利
活
用
促
進
会

三

代
表
者
の
氏
名

小
野

正
博

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
川
市
猿
賀
南
野
五
三
の
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
町
内
外
の
住
民
に
対
し
て
、
尾
上
町
に
存
在
す
る
蔵
保
存
と
利
活
用
の
促
進
、

蔵
所
有
者
は
じ
め
地
域
住
民
の
意
識
高
揚
、
農
村
景
観
の
維
持
発
展
及
び
地
域
資
源
の
保
全
と
創

造
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業
推
進
及
び
地
域
農
業
再
構
築
や
食
文
化
の
創
造
等
を
テ
ー
マ
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
横
浜
町

平
成

��･

�･

��

�

上
北
郡
東
北
町

��･

�･

��
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と
し
た
情
報
発
信
事
業
等
を
行
い
、
農
業
と
農
村
の
も
つ
豊
か
さ
、
農
村
文
化
の
漂
う
町
づ
く
り
、

ひ
い
て
は
農
業
・
農
村
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
山
中
組

二

代
表
者
の
氏
名

山
中

定
榮

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
相
馬
字
一
丁
木
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
四)
第
一
〇
六
八
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

藤
千

二

氏
名

佐
藤

剛

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
折
笠
字
法
立
堂
一
一
四
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
五)

第
二
〇
〇
一
八
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

丸
福
建
設

二

氏
名

今

邦
弘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
猿
賀
下
野
二
九
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
四)

第
六
九
七
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

商
号
又
は
名
称

後
藤
た
た
み
室
内

二

氏
名

後
藤

克
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
柏
木
町
藤
山
一
六
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
四)

第
一
六
二
四
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

原

口

健

二

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

原

口

健

二
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃

工
藤
美
智
麿

工
藤

正
雄

澤
田

富
雄

大
科

武
雄

佐
々
木
春
治

平
川

勇

鶴
谷

司

相
馬

良
一

青
森
市
大
字
後
潟
字
大
原
一
四

〃

〃

字
平
野
二
八
の
二

〃

大
字
六
枚
橋
字
不
浪
知
四
九
の
八

〃

大
字
後
潟
字
平
野
七
八

〃

〃

〃

三

〃

大
字
四
戸
橋
字
磯
部
五
三
の
三

〃

大
字
後
潟
字
大
原
六
五

〃

大
字
六
枚
橋
字
不
浪
知
八

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃

〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

坂
本

誠
一

工
藤
久
美
夫

工
藤

努

坂
本

一
二

工
藤
美
智
麿

片
沼

政
直

佐
々
木
春
治

工
藤

努

鶴
谷

司

工
藤

正
雄

大
科

武
雄

相
馬

良
一

澤
田

富
雄

工
藤
久
美
夫

平
川

勇

坂
本

孝
清

〃

〃

〃

四
九
の
一

〃

大
字
後
潟
字
平
野
九
六

〃

大
字
四
戸
橋
字
磯
部
三
八

〃

大
字
六
枚
橋
字
磯
打
三
二
の
一

〃

大
字
後
潟
字
大
原
一
四

〃

大
字
六
枚
橋
字
不
浪
知
七

〃

大
字
後
潟
字
平
野
三

〃

大
字
四
戸
橋
字
磯
部
三
八

〃

大
字
後
潟
字
大
原
六
五

〃

〃

字
平
野
二
八
の
二

〃

〃

〃

七
八

〃

大
字
六
枚
橋
字
不
浪
知
八

〃

〃

〃

四
九
の
八

〃

大
字
後
潟
字
平
野
九
六

〃

大
字
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